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《
大
髙
議
員
》

①
森
林
経
営
管
理
法
の
主

な
内
容
と
は
な
に
か
。

《
町
長
》

　

こ
の
法
律
は
、
適
切
な

経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な

い
森
林
を
、
意
欲
と
能
力
の

あ
る
林
業
経
営
者
や
市
町
村

に
委
ね
、
森
林
の
適
切
な
管

理
と
林
業
の
成
長
産
業
化
を

図
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
。

　
内
容
は
、
市
町
村
が
仲
介

役
と
な
り
、
森
林
所
有
者
と

林
業
経
営
者
を
繋
ぐ
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
て
、
担
い
手
探

し
と
所
有
者
不
明
の
問
題
、

境
界
の
不
明
確
等
の
問
題
に

対
応
す
る
も
の
で
、
林
業
経

営
に
不
適
切
な
森
林
は
、
市

町
村
が
管
理
す
る
こ
と
で
、

林
業
の
成
長
産
業
化
と
森
林

資
源
の
適
正
な
管
理
を
図
る

新
た
な
制
度
で
あ
る
。

《
大
髙
議
員
》

②
森
林
バ
ン
ク
と
は
ど
ん
な

制
度
な
の
か
。

《
町
長
》

　
森
林
所
有
者
が
高
齢
化
や

遠
隔
地
に
住
ん
で
い
る
な
ど

の
理
由
で
管
理
が
で
き
な
い

場
合
に
、
市
町
村
が
管
理
を

受
託
し
て
、
意
欲
と
能
力
の

あ
る
業
者
に
再
委
託
す
る
こ

と
で
林
業
を
成
長
産
業
と
し
、

再
造
林
を
促
す
制
度
で
あ
る
。

《
大
髙
議
員
》

③
こ
の
法
や
制
度
に
よ
る
町

の
指
針
や
条
例
な
ど
考
え
て

い
る
か
。

《
町
長
》

　
現
在
、
国
で
事
務
取
扱
を

定
め
る
省
令
等
を
作
成
中
で

あ
る
。
こ
れ
が
示
さ
れ
次
第
、

必
要
な
町
の
条
例
、
指
針
等

を
制
定
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

東
野
地
区
の
ク
マ

捕
獲
に
つ
い
て

《
大
髙
議
員
》

　
昨
年
に
続
き
、
東
野
地
区

で
ク
マ
に
よ
る
人
的
被
害
が

あ
っ
た
が
、
町
と
し
て
特
別

な
対
応
を
早
急
に
考
え
て
い

た
だ
き
た
い
。

《
町
長
》

　
人
身
被
害
が
２
年
続
き
ま

し
た
が
、
現
場
の
足
跡
か
ら

同
じ
ク
マ
と
断
定
で
き
る
情

報
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　
人
身
事
故
の
発
生
を
受
け

て
、
直
ち
に
防
災
無
線
に
よ

る
注
意
喚
起
、
猟
友
会
員
で

あ
る
町
鳥
獣
被
害
対
策
実
施

隊
隊
員
に
対
し
、
地
域
パ
ト

ロ
ー
ル
と
捕
獲
用
檻
の
設
置

を
指
示
し
た
。

　
町
民
に
対
し
て
は
、
「
熊

に
注
意
」
の
喚
起
を
４
月
、

５
月
、
９
月
の
広
報
紙
で
呼

び
掛
け
、
周
知
を
図
っ
て
い

る
。

介
護
技
術
普
及
拠

点
で
あ
る
県
実
習

セ
ン
タ
ー
の
廃
止

に
よ
る
町
の
対
応

は
《
大
髙
議
員
》

①
高
齢
者
疑
以
体
験
や
介
護

実
習
は
ど
こ
で
対
応
す
る
の

か
。
ま
た
指
導
者
や
講
師
は

い
る
の
か
。

《
町
長
》

　
県
は
、
平
成
10
年
度
に
同

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
、
地

域
住
民
向
け
の
家
庭
介
護
に

関
す
る
講
座
等
を
実
施
し
て

き
た
。

　
し
か
し
、
29
年
度
で
同
セ

ン
タ
ー
は
廃
止
と
な
り
、
30

年
度
か
ら
は
、
県
の
社
会
福

祉
協
議
会
が
、
学
校
や
企
業
、

広
域
的
団
体
等
を
対
象
と
し

た
講
座
な
ど
の
「
介
護
体
験

型
理
解
促
進
事
業
」
を
実
施

し
て
い
る
。
当
町
で
も
、
町

社
会
福
祉
協
議
会
の
職
員
が

講
師
と
し
て
指
導
す
る
「
福

祉
出
前
講
座
」
を
実
施
し
て

い
る
。
「
高
齢
者
疑
以
体

験
」
等
様
々
な
メ
ニ
ュ
ー
が

あ
る
の
で
活
用
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

《
大
髙
議
員
》

②
実
習
等
に
使
用
す
る
機
器

は
ど
う
す
る
の
か
。

《
町
長
》

　
町
の
社
会
福
祉
協
議
会
に

あ
る
程
度
の
用
具
は
あ
る
が
、

必
要
で
あ
れ
ば
県
の
社
会
福

祉
協
議
会
か
ら
も
借
用
で
き

る
。

《
大
髙
議
員
》

③
家
族
介
護
者
の
皆
さ
ん
の

機
器
の
操
作
等
に
ど
の
よ
う

な
支
援
を
考
え
て
い
る
の
か
。

《
町
長
》

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

(

役
場
内)

に
、
在
宅
介
護
に

必
要
な
福
祉
用
具
を
展
示
し

て
お
り
、
家
族
介
護
者
か
ら

の
相
談
が
あ
れ
ば
、
使
用
方

法
の
指
導
は
も
ち
ろ
ん
、
場

合
に
よ
っ
て
は
用
具
を
貸
出

し
す
る
支
援
も
行
っ
て
い
る
。

 

介
護
体
験
型
理
解
促
進

　　　　　　　　　　　　　
事
業
と
は

　
若
い
世
代
か
ら
介
護
や

介
護
職
に
対
す
る
理
解
を

深
め
、
将
来
の
職
業
と
し

て
選
択
技
と
な
り
え
る
よ

う
、
高
齢
者
疑
以
体
験
な

ど
の
体
験
を
通
し
、
介
護

に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
を
図
る
た
め
の
講
座
な

ど
。

障
害
者
雇
用
の
実

態
に
つ
い
て

《
大
髙
議
員
》

　
国
や
地
方
自
治
体
が
障
害

者
数
を
水
増
し
し
て
い
る
問

題
が
報
道
さ
れ
て
い
る
中
で
、

当
町
の
障
害
者
雇
用
に
つ
い

て
伺
う
。

①
５
年
前
か
ら
の
町
の
障
害

者
雇
用
の
実
態
は
、
ま
た
、

雇
用
率
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
。

《
町
長
》

　
障
害
者
の
採
用
等
に
関
し

て
は
、
「
障
害
者
の
雇
用
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
き
、
毎
年
、
任
免
に
関

す
る
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
ま
た
、
障
害
者
雇
用
率
に

つ
い
て
は
、
今
年
４
月
か
ら

国
及
び
地
方
自
治
体
が
２
・

３
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
２
・
５

パ
ー
セ
ン
ト
に
、
民
間
は

２
・
０
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら

２
・
２
パ
ー
セ
ン
ト
に
改
正

さ
れ
た
。

　
当
町
の
障
害
者
雇
用
の
推

移
は
、
平
成
26
年
度
は
１
・

00
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
27
年

度
は
０
・
95
パ
ー
セ
ン
ト
、

平
成
28
年
度
は
１
・
44
パ
ー

セ
ン
ト
、
平
成
29
年
度
は

１
・
43
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成

30
年
度
は
２
・
16
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
る
。

《
大
髙
議
員
》

②
障
害
者
雇
用
の
今
後
の
対

応
に
つ
い
て

《
町
長
》

　
現
在
、
０
・
34
パ
ー
セ
ン

ト
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
の ▲ふかうら木工房の裏山（広戸東野地区） ▲設置した捕獲用檻

▲展示している介護用品(役場内)

大髙恒藏議員

平成31年４月から施行される森林経営管理法について
答弁：現在、国において具体的な事務取扱いを定める省令等を作成中である
　　　ので、これが示され次第、当町でも森林資源の適切な管理と活用の両
　　　立を図るため必要な条例、指針等を制定していくこととなる。

設置場所
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で
、
今
後
、
業
務
内
容
と
応

募
者
等
が
マ
ッ
チ
し
た
場
合

１
人
採
用
す
る
方
向
で
検
討

し
て
い
き
た
い
。

《
大
髙
議
員
》

②
40
年
以
上
に
わ
た
り
水
増

し
を
し
て
き
た
国
や
自
治
体

に
代
わ
っ
て
、
町
が
企
業
に

対
し
て
指
導
を
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
か
。

《
町
長
》

　
当
該
指
導
は
、
「
障
害
者

の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
」
に
基
づ
き
、
厚
生
労

働
省
、
県
で
は
青
森
労
働
局

が
行
う
こ
と
に
な
る
。

通
学
路
の
安
全
・

安
心
対
策
に
つ
い

て
《
大
髙
議
員
》

　
大
阪
北
部
地
震
で
小
学
校

の
塀
が
倒
れ
、
女
子
児
童
が

死
亡
し
た
事
故
を
受
け
、
文

部
科
学
省
は
、
平
成
31
年
度

中
に
調
査
、
改
修
工
事
等
を

完
了
し
た
い
と
し
て
い
る
が
。

①
小
・
中
学
校
の
ブ
ロ
ッ
ク

堀
調
査
結
果
の
報
告
と
対
応

に
つ
い
て

《
町
長
》

　
調
査
の
結
果
、
当
町
の
各

学
校
の
敷
地
内
に
は
、
ブ
ロ

ッ
ク
塀
は
な
か
っ
た
の
で
、

そ
の
旨
を
報
告
し
て
い
る
。

《
大
髙
議
員
》

　
通
学
路
に
あ
る
危
険
な
建

物
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
石
積
、

モ
ル
タ
ル
吹
付
斜
面
上
の
倒

木
の
お
そ
れ
の
あ
る
樹
木
な

ど
調
査
し
対
応
を
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

《
町
長
》

　
通
学
路
に
あ
る
危
険
物
等

に
つ
い
て
は
９
月
か
ら
10
月

に
調
査
を
行
う
。

　
調
査
の
結
果
、
倒
壊
の
お

そ
れ
が
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
、

倒
木
の
お
そ
れ
が
あ
る
樹
木

が
あ
っ
た
場
合
、
民
間
の
所

有
の
場
合
は
、
対
応
を
協
議

し
て
協
力
を
お
願
い
し
、
町

所
有
の
樹
木
に
つ
い
て
は
、

伐
採
す
る
方
向
で
検
討
し
た

い
。

　
さ
ら
に
、
通
学
路
に
街
灯

が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
所

や
、
人
目
が
届
か
な
い
防
犯

上
危
険
を
伴
う
場
所
な
ど
に

つ
い
て
も
調
査
を
行
い
、
安

全
安
心
な
通
学
路
の
確
保
に

努
め
て
い
き
た
い
。

《
大
髙
議
員
》

　
通
学
路
だ
け
で
は
な
く
、

国
道
、
県
道
、
町
道
の
安
全

を
考
え
、
危
険
個
所
の
点
検

を
す
べ
き
で
あ
る
。

《
町
長
》

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀
等
危
険

個
所
に
つ
い
て
は
、
一
義
的

に
は
所
有
者
の
管
理
責
任
で

安
全
点
検
を
実
施
す
る
こ
と

が
基
本
と
な
る
。

　
点
検
方
法
や
依
頼
先
等
不

明
の
点
や
、
住
民
か
ら
の
問

合
わ
せ
に
は
、
建
設
課
が
相

談
窓
口
と
し
て
対
応
し
て
、

県
と
共
有
し
な
が
ら
対
応
す

る
予
定
で
あ
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
等
、
介
護
施

設
の
現
状
に
つ
い

て
《
大
髙
議
員
》

⑴
東
野
地
区
に
建
設
さ
れ
た

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ

い
て

①
入
所
数
と
職
員
確
保
の
状

況
は
。

《
町
長
》

　
入
所
者
が
８
人
、
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
利
用
者
は
１
人
で
、

職
員
数
は
非
常
勤
も
含
め
て

27
人
で
あ
る
。

《
大
髙
議
員
》

②
施
設
へ
の
国
、
県
、
町
の

補
助
や
助
成
が
満
額
、
円
滑

に
行
わ
れ
た
の
か
。

《
町
長
》

　
開
設
が
２
か
月
遅
れ
た
こ

と
か
ら
、
出
納
閉
鎖
期
間
の

交
付
に
な
っ
た
が
問
題
も
な

く
満
額
交
付
さ
れ
た
。

《
大
髙
議
員
》

　
40
歳
以
上
の
介
護
保
険
５

８
０
０
円(

基
準
額)

が
、
７

期
の
計
画
で
６
２
０
０
円
に

上
が
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い

か
。
こ
の
う
ち
当
該
施
設
建

設
に
関
わ
る
値
上
げ
分
は
毎

年
幾
ら
な
の
か
。
ま
た
、
１

人
が
１
年
間
に
収
め
る
金
額

の
増
は
幾
ら
か
。

《
町
長
》

　

１
号
被
保
険
者
の
介
護
保

険
料
は
、
７
期
計
画
に
お
い

て
４
０
０
円
の
値
上
げ
と
な

っ
た
。
値
上
げ
分
は
様
々
な

要
素
の
結
果
で
あ
る
の
で
当

該
施
設
に
係
る
影
響
に
つ
い

て
単
純
に
計
算
は
で
き
な
い

が
、
概
算
で
４
０
０
円
の
う

ち
、
１
１
０
円
か
ら
１
４
０

円
位
が
施
設
の
新
設
に
よ
る

も
の
と
考
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
１
人
当
た

り
の
保
険
料
は
第
５
段
階
の

方
で
年
間
１
３
２
０
円
か
ら

１
６
８
０
円
位
に
な
る
も
の

と
考
え
る
。

《
大
髙
議
員
》

④
当
該
施
設
建
設
に
お
い
て
、

事
業
者
選
定
実
施
要
綱
に
疑

問
点
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、

修
正
作
業
は
ど
こ
ま
で
進
ん

で
い
る
の
か
。

《
町
長
》

　
要
綱
に
つ
い
て
は
、
事
案

が
発
生
す
る
都
度
、
毎
回
新

た
に
作
成
し
て
い
る
。
次
期

策
定
に
向
け
「
応
募
無
効
」

の
規
定
の
厳
格
化
や
採
点
基

準
の
見
直
し
、
選
定
過
程
の

透
明
性
の
確
保
な
ど
、
修
正

を
検
討
す
べ
き
事
項
の
確
認

作
業
は
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
ま
た
、
今
年
５
月
が
改
選

期
で
あ
っ
た
運
営
協
議
会
委

員
は
、
速
や
か
に
新
委
員
を

委
嘱
し
て
い
る
。

《
大
髙
議
員
》

⑵
当
該
施
設
以
外
の
介
護
施

設
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
）
の

現
状
に
つ
い
て

①
入
所
定
員
と
現
在
の
入
所

者
数
に
つ
い
て

《
町
長
》

　
現
時
点
で
は
、
各
施
設
と

も
定
員
に
対
し
て
満
床
で
あ

る
。

《
大
髙
議
員
》

②
職
員
確
保
の
現
状
は

《
町
長
》

　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
１
施

設
が
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
不

在
に
よ
る
介
護
報
酬
の
減
算

対
象
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
、

全
施
設
で
必
要
職
員
数
は
確

保
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

③
各
施
設
の
待
機
者
は

《
町
長
》

　

８
月
末
現
在
で
１
４
９
人

の
施
設
入
所
の
申
込
者
が
お

り
、
こ
の
う
ち
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
は
33
人
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
入
所
要
件
で
あ

る
要
介
護
３
以
上
の
申
込
者

は
53
人
で
あ
る
。

　
内
訳
は
、
は
ま
な
す
荘
14

人
、
サ
ン
タ
園
11
人
、
桃
の

木
21
人
、
し
ら
か
み
の
さ
と

７
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

中
で
、
入
院
中
の
方
や
短
期

入
所
継
続
利
用
中
の
方
、
重

複
申
込
者
な
ど
を
含
ん
で
い

る
の
で
、
今
す
ぐ
入
所
希
望

す
る
方
の
み
で
は
な
い
こ
と

を
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

　深浦町議会第96回定例会の議員一般質問には町民の方や深浦婦人会の皆さんが傍聴に
来てくださいました。次回は12月上旬の予定ですので、町民のみなさんの傍聴をお待ち
しております。

９月議会の傍聴あり
がとうございました

▲９月議会傍聴者(９月10日)


